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救急企画室

マイナ救急に関するお知らせ

１　マイナ救急の全国展開に係る政府の方針 ３　�マイナ救急の全国展開スケジュール及び
広報について

　令和７年６月６日に「第一次国土強靭化実施中期計画」
及び「総合イノベーション戦略」が、令和７年６月13日
に「経済財政運営と改革の基本方針2025」、「地方創生2.0
基本構想」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」
が、 それぞれ閣議決定され、マイナ救急の全国展開につ
いて明記されました。内容は以下の通りです。　

　マイナ救急は、既に一部の消防本部において開始され
ていますが、10月から全ての消防本部5,334隊（常時運
用救急隊の約98％）で開始されます。
　消防庁では、ショートムービー、ポスター、広報誌、
政府広報等により広報活動を実施してまいりましたが、
10月の全国での開始に向けて、引き続き、消防本部等

と連携した広報活動を実施してまいります。

２　救急業務実施基準の改正

　消防庁は、市町村の消防機関が行う救急業務について、
能率的運営を図ることを目的に救急業務実施基準を策定
し、救急隊の数や編成、救急自動車の要件や救急自動車に
備える資器材等について定めています。　
　今回、マイナ救急の全国展開にあたり、救急自動車に備
えるよう努める資器材の一つである情報通信端末の機能の
例示として、「マイナンバーカード等を活用した救急時医療
情報の閲覧」を加えるよう、救急業務実施基準を改正しま
した（令和８年４月１日施行）。 問合せ先

　消防庁救急企画室
　TEL: 03-5253-7529

マイナ救急とは・・・
救急隊員が傷病者のマイナ保険証（健康保険証として利用登録し
たマイナンバーカード）を活用し、傷病者の医療情報等を閲覧す
る仕組みのことです。

お問い合わせ
○○〇消防本部○○課
TEL：00-0000-0000

令和７年●月 から開始

実施救急隊数：○○隊

★マイナンバーカードを見せるだけで以下の情報が伝わります

①傷病者が情報
閲覧に同意する

事業に関する情報
は特設サイトでもご
覧いただけます

マイナ救急の流れ

②マイナンバーカードを
読み取る
※暗証番号の入力不要

③隊員が医療情
報を閲覧する

④より適切な処置
や搬送先医療機関
の選定につながる

総務省消防庁 ○〇○消防本部

令和７年度リーフレット

あなたの命を守るマイナ救急


